
令和4年11月1日現在
市 民 課 関 係 子 育 て 支 援 課 関 係
戸籍 ・出生届（海外での出生及び外国人住民のものを除く） 児童手当 ・児童手当・特例給付認定請求

・婚姻届（外国人住民のものを除く） ・児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届

・転籍届 ・児童手当・特例給付住所等変更届

・死亡届 ・児童手当・特例給付受給事由消滅届

・死産届 ・児童手当・特例給付現況届

住民基本台帳 ・転入届（※２､３､４及び※１の海外からの転入を除く。 ・監護・生計同一関係申立書

・転居届（※２、４を除く） ・監護・生計維持関係申立書

・転出届（※５を除く） 子ども医療 ・子ども医療費受給資格証交付申請

・転出取消（※２、６を除く） ・子ども医療費支給申請

・世帯主等変更届（※２を除く） ・子ども医療費受給資格内容等変更(消滅)届

・世帯分離届（※２を除く） ・子ども医療費受給資格証再交付申請

・世帯合併届（※２を除く） その他 ・ひとり親家庭等医療費支給申請

・住所方書修正届（※２を除く） ・ひとり親家庭等医療費受給者変更届（保険変更のみ）

・本人通知制度登録申請 ・パパママ応援ショップ優待カードの配布

・本人通知制度廃止届 国 保 年 金 課 関 係
マイナンバー関係 ・マイナンバー通知カード紛失届 国民健康保険諸届 ・資格取得届

・マイナンバー通知カード返納届 ・資格喪失届

・マイナンバーカード券面記載事項変更届（※６、７、８を除く） ・被保険者証再交付申請

・マイナンバーカード暗証番号再設定（※６、７を除く） ・高額療養費支給申請

・マイナンバーカード電子証明書新規発行(更新)申請（※６、７、８を除く） ・高額療養費手続簡素化申出書兼同意書

・マイナンバーカード返納届 ・療養費支給申請

印鑑登録 ・印鑑登録申請 ・出産育児一時金支給申請

・印鑑登録廃止届 ・葬祭費支給申請

・印鑑登録証引替交付申請 国民年金諸届 ・資格取得（変更・喪失）届

証明など ・戸籍謄本・抄本の交付 ・保険料免除申請

・除籍謄本・抄本の交付 ・保険料学生納付特例申請

・改製原戸籍謄本・抄本の交付 ・付加保険料納付(申出・辞退)届

・戸籍記載事項証明書の交付（要事前連絡） ・基礎年金番号通知書再交付申請（1号被保険者のみ）

・戸籍の附票の交付 後期高齢者医療 ・資格取得（変更・喪失）届

・除籍の附票（除票）の交付 ・高額療養費支給申請

・改製原戸籍の附票（改製原附票）の交付 ・療養費支給申請

・身分証明書の交付　　 ・被保険者証再交付申請

・独身証明書の交付 ・葬祭費支給申請

・年齢証明書の交付 ・相続人代表者指定届

・届出受理証明書の交付 証明など ・資格状況証明書（国民健康保険）の交付

・住民票の交付 ・確定申告参考資料の交付(国民健康保険税)

・除住民票の交付 ・確定申告参考資料の交付(後期高齢者保険料)

・改製原住民票の交付 障 が い 福 祉 課 関 係
・住民票記載事項証明書の交付 ・重度心身障害者医療費請求

・印鑑登録証明書の交付 ・ヘルプカードの配布

・転出証明書の再発行（※６を除く） 長 寿 支 援 課 関 係
・市制施行証明書の交付 ・被保険者証再交付申請

・町名地番変更証明書の交付（法人を除く） ・高齢者世帯賃貸住宅家賃助成請求書

その他 ・火葬許可証の交付 ・確定申告参考資料の交付(介護保険料)

・改葬許可証の交付 水 道 課 関 係 　

課 税 課 関 係 ・上下水道使用中止・使用開始申込書

証明など ・課税（非課税）証明書の交付 ・上下水道代表者変更届

・評価証明書「土地・家屋」の交付（※１を除く） その他
・公課証明書「土地・家屋」の交付（※１を除く） 政策室 ・タクシー助成券交付申請書

・台帳登録証明書「土地・家屋」の交付（※１を除く） 市民参加推進課 ・情報提供サービス同意書（自治会）の受付

・台帳不登録証明書の交付（※１を除く） 環境課 ・ゴミ収集カレンダーの配布

・名寄せ台帳写しの交付（※１を除く） 健康増進課 ・出生連絡票の受付

・標識交付証明書の再交付 教育委員会 ・住所異動に伴う就学手続案内

・確定申告参考資料「公課証明」の交付（※１を除く） 選挙管理委員会 ・在外選挙人名簿登録移転申請

諸届 ・原動機付自転車等廃車申告（廃車するナンバープレート持参）

・市県民税申告書（収入0円の場合のみ預かり）（※申告期間を除く）

・納税管理人届

納税・保険料関係
・納税証明書の交付（法人市民税を除く）

・納付書の再発行（法人市民税を除く）＊即日納付用

　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

・ペイジー口座振替受付サービス

会 計 課 関 係
・市税等収納業務

市 民 サ ー ビ ス セ ン タ ー 取 扱 業 務

　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
　後期高齢者医療保険料、高齢者福祉サービス利用料、介護保険料、
　保育所保育料、学童保育料、上下水道料金、し尿処理手数料、
　一般廃棄物処理手数料、その他市が発行した納付書

＊申請内容によっては、市民サービスセンターでは受付できない場合が
　あります。あらかじめご了承ください。

※１ 土曜日・日曜日・祝日

※２ 外国人住民の方を含む世帯

※３ ｢個人番号カード｣または｢住民基本台帳カード｣を利用した転出手続きを
された方の※６及び※７

※４ 介護保険の要介護認定を受けている方、認定申請中の方を含む世帯
※５ 介護保険の要介護認定申請中の方、更新認定申請中の方を含む世帯
※６ 第３土曜日の翌日曜日の手続き
※７ 東部・北部市民サービスセンターでの手続き
※８ 外国人住民の方

○駅前市民サービスセンター ℡０４８－９８１－８１１１

○東部 〃 ℡０４８－９８１－８１１６

○北部 〃 ℡０４８－９９１－８１１８

＊開館時間 午前8：30～午後5：00

（東部･北部は、午後0時15分～午後１時まで業務を行いません。）


